
 「海岸保全施設補修事業実施要綱」の一部改正について（通知）
技術基準の種類:例規
通知日　　　　:平成11年4月７日

                                                        港　第　6　号
                                                       平成11年4月７日

 
倉吉土木事務所長 

米子土木事務所長 

鳥取港湾事務所長 

様 

     土　木　部　長

     「海岸保全施設補修事業実施要綱」の一部改正について（通知）

                    このことについて、運輸省港湾局長から別添写しのとおり通知がありましたので、ご承知ください。

                                                       港海第　169　号
                                                       平成11年4月1日

鳥　取　県　知　事　　　殿
            運　輸　省　港　湾　局　長

      「海岸保全施設補修事業実施要綱」の一部改正について

　標記について、別紙のとおり改正したので通知する。

「海岸保全施設補修事業実施要綱」の一部を次のように改正する。

3．の（2）を次のとおり改める。
（2）　一件あたりの事業費は都道府県（政令市、一部事務組合を含む。）が行うものにあっては、3500万円、市

町村（新居浜港務局を含む。）が行うものにあっては、1，500万円以上のもの。




